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大空間の家

≪施設概要≫

≪設計主旨≫
　周囲に里山と田園風景が広がる敷地に建つ子育て世帯
の住まいである。子供の成長と共に手狭になってきたア
パートから、畑を造成しご実家と隣接した敷地に自宅を
新築した。
　「友人をたくさん呼びたい」との要望からリビング空
間は光と風が通り抜ける開放感のある間取りとした。小
上がりの畳コーナー、食堂、居間にそれぞれ段差を設
け、同じ空間に居ながら思い思いの場所に腰をかけ会話
できるようにしている。
　また、「自然な暖かさを感じられる生活がしたい」と
薪ストーブを設置した。火を眺めるだけでなく薪ストー
ブで料理も楽しめ、家族が自然と集まるようになったと
人気だ。その他、子供も大人も楽しめるボルダリングや
登り綱、音楽室、２階廊下には趣味のコレクションス
ペースも充実している。
　建物は長期優良住宅で省エネ等級４を取得。素材は構
造材には天然乾燥材、床は無垢桧材、壁は調湿性の塗り
壁等、適材適所に自然素材を使用し、自社大工のこだ
わった手仕事による施工を行っている。

：個人
：株式会社坂田工務店
：広島県東広島市
：木造2階建て
：479.12㎡
：167.69㎡
：2016年1月～2017年10月
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設計施工
所 在 地
構造規模
敷地面積
延床面積
設計施工期間

外観

上/リビング
中/ボルダリングと登り綱、居間食堂

下/2階廊下、2階吹抜けより

設計者
髙原良彦
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■今月の表紙タイトルバック／日本の伝統色
　恋待蕾　こいまちつぼみ
　�きみは早や瑞々しくなり浅い春…蕗のとうの黄緑。
　若芽のあのソフトな黄緑が春を告げる。
　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）
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建築物・建築設備等に係る定期調査・検査の適切な実施について 
 

 
 

日頃より建築基準法の適切な運用に御尽力いただき、厚く御礼を申し上げます。 
さて、国土交通省において、定期報告の対象となる建築物、昇降機、建築設備（昇降機を除く。以下

同じ。）及び遊戯施設（以下「建築物・建築設備等」という。）の定期調査・検査（以下「定期調査等」

という。）が、国が定めている項目に基づき適切に実施されているかどうかなどの実態を把握及び分析

することにより、定期調査等を行う有資格者の技術力の確保を図るとともに、定期報告制度の適切な運

用に向けた取組みの推進を目的として、「定期報告制度の運用に関する調査事業」（平成 28 年度から平

成 30 年度まで）を実施してきたところです（別紙参照）。 
この調査事業の結果、建築物・建築設備等の定期調査等は建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に

基づく関連告示（平成 20 年国土交通省告示第 282 号、平成 20 年国土交通省告示第 283 号、平成 20 年

国土交通省告示第 284 号及び平成 20 年国土交通省告示第 285 号）に定める検査方法に基づいた検査を

実施しなければならないところ、告示に定める検査方法によらないおそれのある検査が散見されました。 
今回の調査事業の結果を踏まえ、特に留意すべき事項を別添のとおりリーフレットとして取りまとめ

ましたので、貴職におかれては、定期調査等を行う建築士に対し配布していただきますようお願いいた

します。併せて、建築基準法令の改正内容等適切な調査の実施に必要な情報の提供を行うなど環境整備

に取り組んでいただきますようお願いいたします。 
なお、本通知は、特定行政庁及び登録特定建築物調査員講習実施機関等（一般財団法人日本建築防災

協会及び一般財団法人日本建築設備・昇降機センター）に対しても、周知していることを申し添えます。 
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建築物・建築設備等に係る定期調査・検査の適切な実施について 
 

 
 

日頃より建築基準法の適切な運用に御尽力いただき、厚く御礼を申し上げます。 
さて、国土交通省において、定期報告の対象となる建築物、昇降機、建築設備（昇降機を除く。以下

同じ。）及び遊戯施設（以下「建築物・建築設備等」という。）の定期調査・検査（以下「定期調査等」

という。）が、国が定めている項目に基づき適切に実施されているかどうかなどの実態を把握及び分析

することにより、定期調査等を行う有資格者の技術力の確保を図るとともに、定期報告制度の適切な運

用に向けた取組みの推進を目的として、「定期報告制度の運用に関する調査事業」（平成 28 年度から平

成 30 年度まで）を実施してきたところです（別紙参照）。 
この調査事業の結果、建築物・建築設備等の定期調査等は建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に

基づく関連告示（平成 20 年国土交通省告示第 282 号、平成 20 年国土交通省告示第 283 号、平成 20 年

国土交通省告示第 284 号及び平成 20 年国土交通省告示第 285 号）に定める検査方法に基づいた検査を

実施しなければならないところ、告示に定める検査方法によらないおそれのある検査が散見されました。 
今回の調査事業の結果を踏まえ、特に留意すべき事項を別添のとおりリーフレットとして取りまとめ

ましたので、貴職におかれては、定期調査等を行う建築士に対し配布していただきますようお願いいた

します。併せて、建築基準法令の改正内容等適切な調査の実施に必要な情報の提供を行うなど環境整備

に取り組んでいただきますようお願いいたします。 
なお、本通知は、特定行政庁及び登録特定建築物調査員講習実施機関等（一般財団法人日本建築防災

協会及び一般財団法人日本建築設備・昇降機センター）に対しても、周知していることを申し添えます。 
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調査者・検査者の皆様へ

建築物や建築設備、防火設備、昇降機等の定期調査・検査等は、告示※1に定める検査
方法に基づいた検査を実施する必要があります。今一度、告示に規定されている検査方
法どおりに検査を実施できているか、検査結果の再確認や自己点検を実施しましょう。
特に調査・検査を行ううえで確認しておくべき点や、検査方法を間違いやすい点・見

落とされがちな点として以下の例※2が挙げられますので、このような点に留意し、間違
いや見落としがないよう適切な調査・検査を行いましょう。

調査・検査を行うに当たって確認すべき点

● 建築後、増改築や修繕、模様替え等がされており、現況と整合しない工事前の図面を用いた
調査・検査を行っていないか。

● 敷地内の塀や擁壁、地下室等、見落としやすい場所にある調査対象物を予め把握しているか。

間違いや見落としが生じやすい調査・検査項目の例

● 外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況の調査における、ひび割れや浮き等の確認。

● 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況。

● 排煙設備の排煙口の維持保全の状況の検査における、手動開放装置の操作障害となる物品放
置の状況の確認。

● 排煙設備の排煙口の排煙風量の検査における、風速の測定点の抽出方法※３。

● 機械換気設備の換気量の検査における、風速の測定点の抽出方法※４。

● 昇降機の主索の径の状況に係る検査における、主索の直径の測定位置※５。

※1 「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」
（平成 年国土交通省告示第 号）、 「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判
定基準並びに検査結果表を定める件」（平成 年国土交通省告示第 号）、 ｢遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検に
おける点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件｣（平成 年国土交通省告示第 号）、「建築設備
（昇降機を除く。）の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果を
定める件」（平成 年国土交通省告示第 号）及び「防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事
項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」（平成 年国土交通省告示第 号）

※2 上記の例は、平成 年度から平成 年度まで国土交通省が実施した「定期報告制度の運用に関する調査事業」の結果を踏まえまとめ
たものです。

※3 排煙口の排煙風量の検査は、排煙口の同一断面内から５か所を偏りなく抽出し、風速を測定することとされています。
※ 機械換気設備の換気量の検査は、給気口の同一断面内から５か所を偏りなく抽出し、風速を測定することとされています。
※5 昇降機の主索の径の検査に当たっては、最も摩耗の進んだ部分と、綱車にかからない部分の直径を測定することとされています。

別添
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＜月　間　行　事＞
� 令和2年1月1日～令和2年1月31日　
⃝１月６日　　広島商工会議所新年互礼会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 河原専務理事出席

⃝１月８日　　広島県消費生活課建築相談　　　　　　　於：広島県生活センター� 苗村住宅委員出席

⃝１月９日　　令和２年新年互礼会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 来賓４５名・正会員８２名・賛助会員８７名出席

⃝１月１１日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝１月１３日　　総合資格学院広島校合格祝賀会
　　　　　　　　　於：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島� 河原専務理事出席
　
⃝１月１５日　　情報・編集委員会
　　　　　　　（一社）日本塗装工業会広島県支部塗料業界新年互礼会
　　　　　　　　　於：ホテルメルパルク広島� 豊田副会長出席

⃝１月１６日　　迫る、民法改正！セミナー・デザインを考え伝え方を学ぶセミナー
　　　　　　　　　於：ＲＣＣ文化センター� 大木主任出席
　　　　　　　安全安心マネジメント協議会分科会協議　
　　　　　　　　　於：（公社）広島県建築士会� 河原専務理事出席

⃝１月１８日　　岸田文雄後援会新年互礼会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 衣笠会長・豊田政研会長出席

⃝１月２０日　　技術委員会

⃝１月２１日　　総務渉外委員会
　　　　　　　（一社）日本電設工業協会中国支部・（一社）広島電業協会新年名刺交換会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 安藤副会長出席

⃝１月２２日　　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� ５２名出席
　　　　　　　（一社）日本建築構造技術者協会中国支部賀詞交歓会
　　　　　　　　　於：広島国際会議場� 河原専務理事出席

⃝１月２３日　　指導委員会
　　　　　　　広島市住宅相談　　　　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
　　　　　　　マンションを中心とした改修工事における「ここが知りたい！」セミナー
　　　　　　　　第４回機械式駐車場メンテナンス勉強会　　　於：建築サロン� 14名出席
　　　　　　　（一社）広島県設備設計事務所協会新年互礼会
　　　　　　　　　於：ホテルメルパルク広島� 河原専務理事出席
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⃝１月２４日　　住宅リフォーム相談窓口担当者講習会　　　　於：広島県庁� 大木主任出席
　　　　　　　情報・編集委員会青年部会

⃝１月２５日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝１月２７日　　賛助会員部会

⃝１月２８日　　教育委員会

⃝１月２９日　　都市環境委員会

⃝１月３０日　　ひろしま住生活月間実行委員会運営委員会　　於：広島県庁� 大木主任出席

＜今後の行事予定＞
⃝２月４日　　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会
　　　　　　　　於：福山商工会議所

⃝２月６日　　ＢＩＭ実務研修　合同説明会　　　　　　　　於：広島ＹＭＣＡ本館

⃝２月７日　　正副委員長会議　　　　　　　　　　　　　　於：ホテルメルパルク広島

⃝２月１４日　　第３７回協会親睦ボウリング大会　　　　　　　於：広電ボウル

⃝２月１８日　　建築士事務所のための民法改正のイロハ　　　於：広島弁護士会館

⃝２月２０日　　設計図書の電子的作成・保存の実務講習会　　

⃝２月２１日　　三役会・理事会

⃝２月２５日　　ＢＩＭ実務研修　Ｒｅｖｉｔ（オートデスク）操作体験会

⃝２月２６日　　管理建築士講習

⃝３月５日　　ＢＩＭ実務研修　ＡＲＣＨＩＣＡＤ（グラフィソフト）操作体験会

⃝３月１０日　　ＢＩＭ実務研修　ＧＬＯＯＢＥ（福井コンピュータアーキテクト）操作体験会

⃝３月２７日　　三役会・理事会
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令和最初の新春を迎え1月9日1７時3０分より、広島市中区のリーガロイヤルホテル広島に於いて当
協会恒例の新年互礼会を開催しました。
ご来賓には、湯﨑英彦広島県知事、松井一實広島市長、岸田文雄衆議院議員令夫人岸田裕子様、中
本隆志広島県議会議長、高山博州広島県議会議員、小林秀矩広島県議会議員、山木茂広島県議会議
員、山木靖雄協会顧問並びに国・県・市の建築行政機関、建築関係団体、業界マスコミ関係者等多数
の方々、総勢２２０名の参加者のもとに盛大に開かれました。
衣笠会長は年頭の挨拶で、「地震や風水害に対する建築物の安全安心の確保は欠かすことができず、
協会としては行政や関係団体と連携しながら、建築物の安全安心に取り組むことで建築設計・工事監
理のプロフェッショナル集団として社会的役割を果たしていきたい。また、年初にBIMの実務研修を
実施するなど、引き続き協会の魅力づくりに取り組む。」と述べました。引き続き、湯﨑英彦広島県知
事、松井一實広島市長、岸田裕子令夫人、中本隆志広島県議会議長、高山博州広島県議会議員、山木
靖雄協会顧問から当協会への期待を込めた丁重なご祝辞をいただきました。
そして元廣清志広島県建築士会会長による乾杯のご発声で祝宴に入りました。和やかな雰囲気のも
と、県内の建築設計関係者が活気あふれる年になるよう、新年の決意を新たにお互いの飛躍、発展を
誓い合いました。小林秀矩広島県議会議員による中締めのあいさつ、そして当協会�豊田隆雄副会長の
閉会挨拶により、盛会裡に終えることができました。御参加いただいた皆様に感謝を申し上げますと
共に、運営にあたりご協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げます。

令和２年　新年互礼会の開催

協会事務局

新年の挨拶を行う衣笠准一会長 豊田隆雄副会長による閉会の挨拶
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祝辞をいただいた御来賓の皆様

湯﨑英彦広島県知事

岸田裕子令夫人

高山博州広島県議会議員

元廣清志建築士会会長

松井一實広島市長

中本隆志広島県議会議長

山木靖雄協会顧問

小林秀矩広島県議会議員

AAA広島 2020.2 9



- 1 - 

 

令 和 ２ 年 度 日 事 連 建 築 賞 

【募集要項】 

 

 

１．目的 

   本表彰は、すぐれた建築作品を設計した建築士事務所を表彰することにより建築士事

務所の資質の向上に資することを目的とする。             

 

２．募集対象 

（１）建築作品の対象地区 

     日本国内とする。 

（２）対象建築作品 

     建築士事務所が一般的に手がけている中小規模の建築作品（新築にかかわらず増改

築、改修等を含む）で、平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間

に竣工（竣工の日は検査済証の交付日とする）したもので、竣工後の増改築等も含

め法令が遵守され、構造上、防災上の安全性を備えた建築物とし、次の部門毎に募

集する。 

ただし、本連合会が主催した建築作品表彰に一度応募した作品については対象とし

ない。また、応募にあたっては本募集要項に記載されている事項を含め、建築主等

の了解を得たものとする。     

 ①一般建築部門 

  （延面積が1,000㎡を超え10,000㎡以下の建築物） 

  ②小規模建築部門 

  （延面積が1,000㎡以下の建築物：戸建住宅を含む） 

 

３．応募資格者                                             

（１）単位会（本連合会正会員である都道府県建築士事務所協会をいう）に所属する建築

士事務所（以下、単位会会員という）とする。 

（２）応募時点で単位会会員でない者は、５.(１)に規定する第１次審査で第２次審査候

補作品に選考された後速やかに単位会に入会申請することを条件とする。 

（３）特定共同企業体（ＪＶ）の場合は、その代表者が単位会会員または応募時点で単位

会会員でない者は、３．（２）の条件とする。 

 

４．応募の手続き                                            

（１）応募作品数                                            

    １建築士事務所につき一般建築部門、小規模建築部門いずれか１点とする。 

（２）提出書類等                                        

    ①応募申込書（別記様式１）                      

    ②建築作品説明書（別記様式２）                          

      建築作品説明書には、1,200字以内に設計意図及び審査基準の項目について配慮し

た内容等を記載する。配置図と主要階平面図等をＡ４サイズ白黒５枚以内で添付す

ること。 

ただし、新築以外の作品を応募する場合は、改修前後が比較できる図面及び写真を

含めＡ４サイズ白黒１０枚以内で添付し、建築作品説明書には構造上配慮した点に

ついても記述すること。 
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    ③パネル１枚（Ａ１縦長サイズ、縦841㎜×横594㎜）及びそのカラー縮小版用紙１枚

（Ａ４サイズ） 

      １）パネルに建築作品名称、設計意図、配置図、主要階平面図（縮尺は適宜）及び

写真（枚数は適宜）を納める。設計意図等については、建築作品説明書の概要

を４００字以内にまとめる。    

      ２）パネル内に応募者（建築士事務所名）を表示してはならない。                                          

  ④検査済証の写し 

   検査済証の交付された建物を基本とするが、用途変更や増築・改築等で確認申請を

要しない作品においては、検査済証が無い理由を明記の上、竣工日及び延面積がわ

かる書類を別途添付すること。 

  ⑤最寄り駅から建設地までの案内図（書式任意） 

（３）提出書類等の扱い 

   提出された資料及び写真については、受賞作品の公表の際に一切の使用制限を受け

ないことを応募の条件とする。 

（４）応募費用                                             

     応募に要する費用は、応募者の負担とする。なお、提出された書類等のうちパネル

については表彰後に返還する。（返還費用については本連合会が負担する。）       

（５）応募期限及び提出先                                     

    応募しようとする者は、令和２年４月３日（金）までに建築士事務所が所在する都

道府県の単位会事務局に応募手続きをしなければならない。 

 

５．選考の方法及び第２次審査候補作品応募数 

（１）第１次審査（単位会に応募された建築作品の審査）                                           

    単位会は応募された建築作品が日事連建築賞の募集対象建築作品であること及び応

募資格、応募に係る提出書類等を確認し、日事連建築賞の審査基準を考慮のうえ、

厳正な審査を行い、募集要項をすべて満足する第２次審査候補作品を選考する。 

（２）第２次審査候補作品応募数                              

    単位会が選考する第２次審査候補作品の数は、当該単位会の会員数が５００事務所

以内は一般建築部門及び小規模建築部門それぞれ１点ずつとし、会員数が５００事

務所を超える単位会にあっては、会員数５００事務所以内毎に一般建築部門及び小

規模建築部門にそれぞれ１点ずつ加えることができる。また、一方の部門に応募が

なく、別部門に上記の第２次審査候補作品応募可能数より多く応募があった場合に

ついては、１点のみ加えることができる。なお、単位会の会員数は、本連合会に報

告がなされた令和２年３月３１日時点のものとする。 

（３）第２次審査                                            

     第１次審査で選考された第２次審査候補作品について、本連合会内に設置する「日

事連建築賞選考委員会」において、書類審査を行い合議に基づき、部門毎のそれぞ

れの表彰対象作品を選考する。選考された作品のうちから国土交通大臣賞候補、日

事連会長賞候補、優秀賞候補及び奨励賞候補を選考し、現地審査のうえ、それぞれ

の部門毎の受賞候補作品を決定する。なお、現地審査の際には設計者の立会いを求

めるほか、必要に応じて書類、図面等の提出を求める場合がある。ただし、奨励賞

については、書類審査によって受賞候補作品を決定することができる。 

（４）受賞者の決定                                          

     受賞者は、「日事連建築賞選考委員会」の選考結果に基づき、本連合会の理事会の

議を経て会長が決定する。 
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６．表彰及び公表 

（１）表彰                                                  

    ①表彰の種類と数                                        

      国土交通大臣賞 １点（予定）                          

      日事連会長賞    １点                                  

    （一般建築部門）                                        

      優 秀 賞      ３点内外                              

      奨 励 賞      ５点内外                              

    （小規模建築部門）                                      

      優 秀 賞      ３点内外                              

    奨 励 賞      ５点内外                              

  ②国土交通大臣賞、日事連会長賞の各受賞者には賞状・賞金及び記念品（ブロンズ製

・三角スケール）を、優秀賞の受賞者には賞状と賞金を、奨励賞の受賞者には賞状

をそれぞれ贈る。                        

（２）公表                                                  

    ①受賞者が決定したときは、本連合会または単位会から受賞者に通知する。 

  ②受賞者は本連合会からの求めに応じ、公開用の写真を提出すること。 

  ③本連合会は本会会誌、ホームページ、建築・空間デジタルアーカイブス（DAAS）、  

   新聞、雑誌等に提出された書類及び写真等を公表する。その際、クレジット表記は行 

   わない。また、版権等のための料金は支払わない。なお、公表する際の受賞事務所名

については、他受賞事務所名と表記方法を合わせることで、本連合会に一任する。 

  ④表彰は、令和２年１０月９日に開催される第４４回建築士事務所全国大会（福井大

会）において行う。                            

 

７．審査基準及び表彰基準                                     

（１）審査基準                                               

   一般建築部門及び小規模建築部門に応募された、第２次審査候補作品のうち、以下

の観点を総合的に判断し、それぞれの対象となる賞を選考する。 

     ①意匠、構造、機能上優れていること。                    

     ②防災上、安全上、維持管理上十分配慮されていること。    

     ③ユニバーサルデザインに十分配慮されていること。       

④周辺地域の景観形成やまちづくりに配慮されていること。       

⑤地球環境維持への配慮がされていること。                

（２）表彰基準 

 ①国土交通大臣賞                                        

    一般建築部門及び小規模建築部門の両部門を通じ、審査基準に照らし総合評価が最も

優秀な建築作品とする。 

  ②日事連会長賞                                          

    一般建築部門及び小規模建築部門の両部門を通じ、審査基準に照らし総合評価が国土

交通大臣賞に次ぐ特に優れた建築作品とする。ただし、国土交通大臣賞を受賞した部

門は除く。 

 ③優秀賞      

    一般建築部門及び小規模建築部門のそれぞれにおいて、審査基準に照らし総合評価が

国土交通大臣賞又は日事連会長賞に次ぐ優れた建築作品とする。 
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 ④奨励賞                                                

    一般建築部門及び小規模建築部門のそれぞれにおいて、審査基準に照らし総合評価が

優秀賞に次ぐ建築作品とする。                       

 

８．日事連建築賞選考委員会委員 

    委員長 富永  讓 法政大学名誉教授、㈲富永讓・フォルムシステム設計研究所 

             代表 

    委 員  網野 禎昭 法政大学デザイン工学部教授 

委 員  淡野 博久 国土交通省大臣官房審議官 

委 員  作山    康 芝浦工業大学システム理工学部教授 

委 員 陶器二三雄 ㈱陶器二三雄建築研究所代表 

委 員  中谷 正人 建築ジャーナリスト 

委 員 横須賀満夫 日事連 前理事、㈱横須賀満夫建築設計事務所代表取締役 
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令和２年度 日事連・建築士事務所賠償責任保険の団体募集開始について 

 
正会員各位 
 
平素は当会の活動にご参画いただき、 誠にありがとうございます。 

１月１４日より日事連・建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)の募集が開始されました。 
 本年４月より民法改正が施行され、消費者保護が強く望まれる今日にあたり、建賠保険への加

入は建築士事務所を安定的に経営するうえでの必須事項といえ、当会として本保険の加入をお勧

めしております。 
 本保険は団体契約で割引２０％が適用でき、ネット申込や弁護士(無料)相談サービス等、会員限

定の多くのメリットがありますが、今年度より廃業特約が改定され割増保険料なしで廃業後１０年間

補償が可能となりました。 

募集スケジュールは以下の通りですが、ぜひ、この機会に加入をご検討ください。 
*詳細は、建賠保険ＨＰ(https://njs-ins.com/)よりご確認ください。 
広島会のホームページ(https://h-aaa.jp)からでもリンクできます。 

 
１．募集締切日：書類：２０２０年２月５日(水)  ネット申込：２０２０年２月２０日(木) 
２．保険期間 ：２０２０年４月１日～２０２１年４月１日 
３．問合せ先 ：指定代理店 (有)日事連サービス  ＨＰ：https://njs-ins.com/ 
        ＊ネット経由での申込が可能です。 
         電話：０３－３５５１－６６３３ 

======================================= 
                   一般社団法人 広島県建築士事務所協会 

℡  082-221-0600 Fax 082-221-8400 
E-mail: info@h-aaa.jp 

======================================= 
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仮設工事から利益を出すには！！ 迅速かつ合理的な積算！！

仮設見積 積算業務
尾野本　悟　氏 八道　憲一　氏

広島工業大学 鹿島建設㈱中国支店
教授 次長

仮設工事費は、一般には非常に把握 見積業務のなかで基本となるのは数
しにくい面があって、ついつい単位面 量積算です。この手順・基準を基本に、

積当たり、あるいは請負金比率のみで より合理的で正確な積算業務を解説
処理されがちである。 します。
施工計画に基づいた合理的で迅速な
見積方式を解説します。

受 講 料 16,000円（含テキスト代）※消費税を含む
■テキスト(改訂版）は、当日配布させていただきます。

※ＣＰＤ対象　建築関連ＣＰＤ6単位認定

申 込 下記受講申込書に必要事項をご記入のうえ、受講料を添えて中国支部までお申込み下さい。

・受付時間　午前9時～午後5時（但し、土・日・祝日を除く。）
・詳細は事務局へお問い合わせください。

受講料ご入金確認後、受講券を発行いたします。
ＦＡＸによるお申込みの場合は、現金書留または銀行振込にて送金してください。

一般社団法人日本建築協会　中国支部
〒730-0805
　広島市中区十日市町1-1-9　（相生通り鷹匠ビル4階　　山陽工業㈱内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼｬ）　　　　　ﾆﾎﾝｹﾝﾁｸｷｮｳｶｲﾁｭｳｺﾞｸｼﾌﾞ

　ＴＥＬ（082）232-6471　　　ＦＡＸ（082）291-2233

取扱銀行　　広島銀行本川支店　　　　普通　3424438　　　　一般社団法人日本建築協会中国支部

申込締切日 令和2年2月5日（水）（但し、定員に達し次第締め切ります）

定 員 60名

　適切な施工計画を立案できることが
　建築現場技術者の必須条件です。
　安全で、経済的な施工計画を解説
　します。

趣旨と内容

●また、都市環境の変化に伴う法令・基準の改正なども加え、技術の進歩に即応した知識の習得をはかります。
●とくにとりつきにくい施工計画と仮設見積、現場業務の基礎である積算業務に重点をおき、講義します。
　表記講習会を解説します。
●官公庁・設計事務所・建設業をはじめ、設備・営繕など幅広い分野の有能な技術者を養成する目的をもって

●「積算業務」では具体例により、その着工準備から完成に至るまでをわかりやすく解説します。

と き

と こ ろ 広島工業大学　広島校舎（広島市中区中島町5-7）

令和2年2月13日（木）午前9時30分～午後5時

主査

　　　　　　　　　　　　　　　（一社）日本建築構造技術者協会中国支部
　　　　　　　　　　　　　後　援
　　　　　　　　　　　　　　　（公社）広島県建築士会

一歩踏み込んだ先手の計画！！

施工計画
井上　昇　氏

清 水 建 設 ㈱ 広 島 支 店

　　　　　　　　　　　　　　　（公社）日本建築家協会中国支部
　　　　　　　　　　　　　　　（公社）日本建築積算協会中国四国支部

すぐに役立つ建築現場技術者へのガイド

　　　　　　　　　　　　　協　賛

建築工事実務講習会　　主催/一般社団法人　日本建築協会中国支部

　　　　　　　　　　　　　　　（一社）日本建築学会中国支部
　　　　　　　　　　　　　　　（一社）広島県建築士事務所協会

※ＣＰＤ６単位認定（2017年改訂版テキスト使用・理解しやすい内容に改定）
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「建築士事務所のための法律相談窓口」が簡単に！ 
 
相談したい方は、直接、委託法律事務所へ電話してください。 

※ これまでは、事務局経由で委託法律事務所へ連絡調整していました。 
 

 
 

 
建築設計・監理業務の法律関係のことでお困りの方、 
当協会の委託法律事務所が無料で相談に応じます。 

※ 協会正会員に限ります。 

※ 面談による相談です。（原則、電話による相談はできません） 

※ 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、尾道市、三次市）です。 

※ 相談に限り無料です。 

解決に向けて事件の受任を依頼する場合などは有料です。 

※ 委託法律事務所と利害関係のある案件を除きます。 

 

 

 

 

 

≪連絡先≫ 

弁護士法人広島みらい法律事務所 
（協会委託法律事務所） 

電話 082-511-7772 受付時間 9：00～18：00（平日） 

 

※ 電話の際、「当協会の法律相談」である旨、「当協会会員」である旨を 

お伝えください。 
 

※ 相談については法律事務所限りとしています。 

相談者名や相談内容の詳細については、法律事務所から当協会への

報告はありません。 
 

※ 相談者から当協会への連絡の必要はありません。 

建築士事務所のための法律相談窓口 

まずは、気軽に法律事務所へご一報を！ 
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（太平洋マテリアル㈱  中四国支社  広島営業部内）

☎　082-262-3110

☎　0849-33-4704

☎　0827-22-1266

☎　082-277-2371

☎　082-272-3773

☎　082-236-6333

㈱ 愛 晃

ア マ ノ 企 業 ㈱

㈱カシワバラ・コーポレーション

㈱ カ ネ キ

小 島 建 興 ㈱

㈱コンステック広島支店

☎　082-295-8600

☎　082-291-1631

☎　082-516-1070

☎　082-497-4777

☎　082-238-3511

三 共 化 学 工 業 ㈱

㈱ サ ン ゼ オ ン

㈱ テ ク シ ー ド

東興ジオテック㈱広島支店

宮 本 塗 装 工 業 ㈱
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【釣りとの出会い】
私が釣りに興味を持ち始めたのは小学生の頃でした。当時名古屋の市街地で過ごしていたので、釣
りをする機会がない私に興味を持たせたのは実はテレビゲームです。もちろん釣りのゲームこそメ
ジャーではないですが、当時初代プレイステーションのソフトに「ぬし釣り」というゲームがあり、
簡単に魚が釣れたので「実際に釣ってみたい」と思い始めたのがきっかけです。小学3年生の時、初
めて父に海釣りに連れて行ってもらい、小さなハゼやキスが釣れたことがとても嬉しかったことを今
でも鮮明に覚えています。それから釣りの魅力にどっぷりとハマってしまったのです。
それ以来、中学生までは友達とパンを使ってフナやコイを釣っていましたが、高校生になると行動
範囲も増え、電車と徒歩で何時間も掛けて毎週のように海まで行っていました。そのうち、ただ釣る
だけでは物足りず、仕掛けを自作して釣った時は、「釣れた」ではなく「釣った」と思える感動を得る
ことができました。
釣りには大きく分けて「エサ釣り」と「ルアー釣り」があります。当時エサ釣りばかりしていた自
分にとって疑似餌で魚が釣れることは衝撃でした。今では手軽なルアー釣りをすることがほとんどで
すが、エサでしか釣れない魚もいるため、どんなジャンルの釣りにも挑戦しています。魚が違えば、
行く場所も違うし、釣るための道具も多岐に渡ります。お金のかかる趣味ではありますが・・

【釣りのココが好き】
「釣り」のどんなところがいいの？
これはよく聞かれる質問です。一言で言うと「自然が相手だから」と答えています。相手は魚です
が、魚にエサを口にしてもらうには様々な条件が重ならないといけません。
水を境に、人間側では「選ぶポイント・時間帯・天気・風向き」、魚側では「食べているエサ・潮の

第101回

〜三度の飯より釣り〜

株式会社サンゲツ　中国四国支社　営業課

� 毛
めん
受
じょう
　惇
あつし
 

出　身　地：愛知県名古屋市
座 右 の 銘：思い立ったが吉日
好きな言葉：No Fishing No Life
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流れ・障害物の有無」など。そこにエサを食べる
魚がいるかどうかも重要ですが、その他の要素が
重なり合って初めて魚にエサを食べてもらうこと
ができます。
生き物なので一筋縄ではいきませんが、数を重
ねると「なんとなくこうだ！」と勘がはたらいた
り、「こうやれば釣れる！」とこだわりを持って
やるのも楽しく、それが重なって釣れた時の喜び
はひとしおです。偶然で「釣れてしまった」とい
うこともありますが、魚を釣ったことには変わり
なく、それもまた嬉しいです。

【釣り以外の楽しみ】
釣りの魅力は、魚を釣ることだけではありません。魚が釣れる時間帯と言われる朝や夕方、水辺に
立っていると朝日や夕日、場所によっては幻想的な景色を味わえます。非日常的な空間に身をおける
時間です。
地元の飲食店では新鮮な魚や名物が食べられるところも多くあり、釣りの合間に美味しいものを食
べることも一つの楽しみです。
また新鮮な魚を食べれることも大きな目的です。
社会人になってからの釣りは、「美味しい魚を食べる為に釣りに行く」ことがメインとなっています。
スーパーで買えない魚や足が早く市場に出回らない魚が手に入るのは釣り人の特権です。
現在、冷凍庫が魚まみれになっているのは言うまでもありません。

島根県益田沖磯でのキジハタ

地層の真横で

水平線の夜明け
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【魚だけじゃない】
そんな私が一番ハマった釣りは「イカ釣り」です。イカって釣れるの？とよく言われますが、スー
パーで売っているイカもほとんど漁師さんが釣ったものです。体が傷付くために網で捕れないための
ようです。イカ釣り最大の魅力は「繊細さ」で、魚のようにグイグイと引っ張ったり、エサを飲み込
んでたまたま釣れたということがありません。餌木と言われるエビの形をしたルアーを使って、捕食
の為に出る小さなアタリをかけていく釣り味が「釣った」との感動をくれます。
写真は長崎県壱岐の遠征釣行で釣ったアオリイカです。春先が産卵期のアオリイカは時期になると
岸辺に寄ってくるため、大型のものが狙えます。産卵前のため、リリース前提ですが普段お目にかか
れない大きなイカの引き味はイカ釣りの醍醐味の一つです。

「釣り」は待つことがキライ。と敬
遠されがちですが、お手軽なルアー釣
りは動かさないと釣れないため、止
まっている時間はほとんどなく、エサ
釣りとは違って魚から寄ってくること
がないため、ひたすら歩いて魚を探し
ます。日頃の運動不足にはもってこい
です。海風が涼しいので、真夏でも意
外と快適で、日焼け対策さえすればス
ポーツの一種にもなります。
この文章で釣りに興味を持っていた
だけると嬉しいです。長崎県壱岐のモンスターアオリイカ

AAA広島 2020.224

会員の皆様、「私のお気に入り」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（０8２）２２1－０6００）までお問い合わせください。



4000

ホームページ http://www.bunka-s.co.jp/
本   社 〒113-8535 東京都文京区西片１丁目 17-3 tel : 03-5844-7111
中四国支店 〒734-0013 広島県広島市南区出島 2-4-49 tel : 082-256-6700

文化シヤッターにお任せください!!!2018年
度は広島県

の検査報
告受付

が始まり
ます。

　溶融亜鉛めっきと電気メッキは別のものです。

　車のボディーに溶融亜鉛めっきが使われているのを御存じですか？

　電力の鉄塔を塗り替えているのをご覧になられた事がありますか？

　始終、トラックのタイヤに踏んづけられているグレーチング、錆びたグレーチングを

見られた事がありますか？

お問い  圓 光 産 業 株 式 会 社
尾道市因島重井町474-25

合わせ先  TEL：（０８４５）２５－１１１５ （担当 ： 松原・寺本） FAX ： （０８４５）２５－１１８１

 溶 融 亜 鉛 めっき　

　　めっき工場見学やめっき勉強会のお手伝いをさせていただきます。

メンテナンスフリーの

URL http://enko.co.jp/

〒722-2102
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編　集　後　記

年明け早々、娘の結婚式でハワイへ行って来ました。
この時期ハワイの天候は晴れ時々雨、気温は２２度前後、半袖短パンで外出できるほどの暖かさで
す。久しぶりにハワイの友人にも会うことができ、お互いに何時までも若いねとポジティブな挨拶。
こんな陽気な気持ちにさせてくれるのはきっとこの気候のせいなのでしょう。
さて、娘の結婚式は船上で執り行われました。サンセットをバックに食事や音楽の全てがハワイア
ンスタイルです。一緒に乗り込まれた他のお客様からも、各国の言葉で ｢おめでとう｣ と声を掛けて
いただき、船内はまるでお祭り騒ぎの様に盛り上がりました。
翌日はホノルルの北、サーフィンで有名なノースショアーへドライブしましたが、何故か信号の無
いところで大渋滞です。その原因がわかりました。走行中にサーフィンが見えるところに来ると、み
んなスピードを落として見てるんです。誰も先を急がないんですね。何だかの～んびりしてます。
この様に、ハワイには、澄みきった海や甘い香りの風、鮮やかな緑など、自然の豊かさが人々の気
持ちを優しくしているのでしょう。
一時のハワイでしたが、それでもハワイの気候と同じく人々の温かさを感じることができました。
どうぞ皆さま、時間がありましたら、ぜひ飛び立ってみてください。

� 日高　博之　 　　

（正会員）
　　1．登録申請者変更
　　○西日本旅客鉄道㈱広島一級建築士事務所
　　　新：支配人　北野　眞� � � � 旧：代表取締役　来島　達夫

（賛助会員）
　　1．社名変更
　　○フクシマガリレイ㈱福山営業所
　　　新：フクシマガリレイ㈱福山営業所� � 旧：福島工業㈱福山営業所　　　　　　

　　1．代表者変更
　　○㈱ダイキアクシス広島支店
　　　新：支店長　眞鍋　雄一郎� � � 旧：支店長　代財　律也
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❒　広告料(税別)

6回

12回

6回

12回

３．原稿は、希望掲載月の前の月の１０日までにご提出ください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

会　員

会員：（一社）広島県建築士事務所協会の正会員及び賛助会員

サイズ 1/4 1/2 １ページ

会員外 会員外

60,000

申込者 会　員 会員外 会　員

6,000白　黒
18,000 30,000

36,000

60,000 90,000
カラー

30,000 45,000

大きさ
A4サイズの約1/4 A4サイズの約1/2 A4サイズ(縦)に入るもの

約６０ｍｍ×約１６５ｍｍ 約１２０ｍｍ×約１６５ｍｍ約２５０ｍｍ×約１６５ｍｍ

備　考 年6回又は１２回継続契約 1回あたり 1回あたり

【おねがい】 １．申込書は、希望掲載月の前の月の５日までにご提出ください。

２．原稿は、申込者が作成してください。

広告申込書　　

お申込者(社名) 申　込　日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

ご　住　所

担当者ご氏名

Ｔ　Ｅ　Ｌ Ｆ　Ａ　Ｘ

カ　ラ　ー 白　黒 カラー

【お問合先・お申込先】　　（一社）広島県建築士事務所協会　　〒730-0013  広島市中区八丁堀5-23オガワビル２階
　　　　　　　　　　　　　　　　　  電話　082-221-0600      ＦＡＸ　082-221-8400    Ｅ－メール　info@h-aaa.jp

e-mail

広告の名称（表題）

広告サイズ 1/4 1/2

　　　会報誌発行時の広告チラシやパンフレットの有料折込

毎月の会報発行時に貴社の広告チラシや製品パンフレット等を有料で同封いたします！
受付可能なサイズ等、詳しくは事務局までお気軽にお問い合わせください。

折込料：１０，０００円（税別）/1回

10,000

10,000

15,000

12,000 20,000

20,000 30,000

希望掲載月
6　回 12　回

※１／４サイズは、年６回か１２回の継続契約となります

広告料金額

※　広告の希望欄に○印を付けてください。

全ページ

会報誌への広告掲載を募集しています

随時募集中！








